
亀山市告示 第 ７ １ 号  

 元 号 を 改 め る 政 令 の 施 行 に 伴 う 関 係 告 示 の 整 理 に 関 す る 告 示 を 次

の よ う に 定 め る 。  

  平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

   元 号 を 改 め る 政 令 の 施 行 に 伴 う 関 係 告 示 の 整 理 に 関 す る 告 示  

 

（ 亀 山 市 公 共 下 水 道 処 理 区 域 外 か ら の 接 続 に 関 す る 要 綱 の 一 部 改

正 ）  

第 １ 条  亀 山 市 公 共 下 水 道 処 理 区 域 外 か ら の 接 続 に 関 す る 要 綱 （ 平

成 １ ７ 年 亀 山 市 告 示 第 ６ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 ４ 号 中 「 平 成 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 等 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  亀 山 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 等 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山

市 告 示 第 ６ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 ３ 号 中 「 平 成 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 木 造 住 宅 耐 震 補 強 等 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  亀 山 市 木 造 住 宅 耐 震 補 強 等 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 １ ７

年 亀 山 市 告 示 第 ６ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 １ 号 中 「 Ｍ ・ Ｔ ・ Ｓ ・ Ｈ 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 障 害 者 移 動 支 援 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 ４ 条  亀 山 市 障 害 者 移 動 支 援 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ８ 年 亀 山 市 告

示 第 １ １ ８ 号 の ２ ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 １ 号 中 「 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 障 害 者 地 域 活 動 支 援 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 ５ 条  亀 山 市 障 害 者 地 域 活 動 支 援 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ８ 年 亀 山

市 告 示 第 １ １ ８ 号 の ３ ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 １ 号 中 「 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 重 度 障 が い 者 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 改



正）  

第 ６ 条  亀 山 市 重 度 障 が い 者 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 実 施 要 綱 （ 平

成 １ ８ 年 亀 山 市 告 示 第 １ １ ８ 号 の ４ ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

様 式 第 １ 号 及 び 様 式 第 ４ 号 か ら 様 式 第 ６ 号 ま で の 規 定 中 「 明 ・

大 ・ 昭 ・ 平 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 民 間 保 育 所 等 一 時 預 か り 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 ７ 条  亀 山 市 民 間 保 育 所 等 一 時 預 か り 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成

１ ９ 年 亀 山 市 告 示 第 ２ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 ２ 号 中 「 平 成 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 実 施 要 綱

の 一 部 改 正 ）  

第 ８ 条  亀 山 市 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 実 施

要 綱 （ 平 成 ２ ２ 年 亀 山 市 告 示 第 ４ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

様 式 第 ６ 号 中 「 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 空 き 家 情 報 バ ン ク 制 度 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 ９ 条  亀 山 市 空 き 家 情 報 バ ン ク 制 度 実 施 要 綱 （ 平 成 ２ ３ 年 亀 山 市

告 示 第 ４ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 １ 号 中 「 平 成 」 を 「 平 成 ・ 令 和 」 に 改 め る 。  

（ 亀 山 市 住 民 異 動 届 出 に 係 る 本 人 確 認 に 関 す る 事 務 取 扱 要 綱 の 一

部 改 正 ）  

第 １ ０ 条  亀 山 市 住 民 異 動 届 出 に 係 る 本 人 確 認 に 関 す る 事 務 取 扱 要

綱 （ 平 成 ２ ４ 年 亀 山 市 告 示 第 ６ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

別 記 様 式 中 「 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ （ 西 暦 ） 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 戸 籍 、 住 民 基 本 台 帳 及 び 印 鑑 登 録 に 関 す る 証 明 書 の 交 付

請 求 等 に 係 る 本 人 確 認 事 務 取 扱 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 １ １ 条  亀 山 市 戸 籍 、 住 民 基 本 台 帳 及 び 印 鑑 登 録 に 関 す る 証 明 書

の 交 付 請 求 等 に 係 る 本 人 確 認 事 務 取 扱 要 綱 （ 平 成 ２ ４ 年 亀 山 市 告



示第６７号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改正 す る 。  

別 記 様 式 中 「 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ （ 西 暦 ） 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 地 域 特 産 品 発 掘 等 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ２ 条  亀 山 市 地 域 特 産 品 発 掘 等 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ２ ４

年 亀 山 市 告 示 第 ７ ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 １ 号 及 び 様 式 第 ２ 号 中 「 平 成 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 未 熟 児 養 育 医 療 給 付 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ３ 条  亀 山 市 未 熟 児 養 育 医 療 給 付 実 施 要 綱 （ 平 成 ２ ５ 年 亀 山 市

告 示 第 ５ ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 １ １ 号 中 「 昭 ・ 平 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 児 童 手 当 事 務 取 扱 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ４ 条  亀 山 市 児 童 手 当 事 務 取 扱 要 綱 （ 平 成 ２ ６ 年 亀 山 市 告 示 第

１ ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

        「 明 治  

         大 正  

         昭 和  

         平 成 」  

「 明 治  大 正  

 昭 和  平 成  」  

様 式 第 １ ３ 号 中 「 平 成 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 社 会 的 事 業 所 創 業 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ５ 条  亀 山 市 社 会 的 事 業 所 創 業 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成

２ ６ 年 亀 山 市 告 示 第 ５ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 ４ 号 中 「 平 成 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 移 住 促 進 の た め の 空 き 家 リ ノ ベ ー シ ョ ン 支 援 事 業 費 補 助

金 交 付 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ６ 条  亀 山 市 移 住 促 進 の た め の 空 き 家 リ ノ ベ ー シ ョ ン 支 援 事 業

費 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ２ ７ 年 亀 山 市 告 示 第 ７ ７ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

 

様 式 第 １ 号 中     を 削 り 、 「 ｜ 平 成 」 を 「 ｜   」 に 改 め 、  

 を 削 る 。  



        「        「  

 

様 式 第 １ 号 中        を        に 改 め る 。  

 

              」        」  

（ 亀 山 市 生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 支 給 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ７ 条  亀 山 市 生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 支 給 要 綱 （ 平 成 ２ ７ 年

亀 山 市 告 示 第 １ ３ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 ２ ２ 号 中 「 平 成 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 認 定 こ ど も 園 一 時 預 か り 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ８ 条  亀 山 市 認 定 こ ど も 園 一 時 預 か り 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 ２ ８

年 亀 山 市 告 示 第 ９ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 ２ 号 及 び 様 式 第 ３ 号 中 「 平 成 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 移 住 促 進 の た め の 空 き 家 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業 費 補 助 金 交

付 要 綱 ）  

第 １ ９ 条  亀 山 市 移 住 促 進 の た め の 空 き 家 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業 費 補

助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ３ ０ 年 亀 山 市 告 示 第 １ １ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

        「        「  

 

様 式 第 １ 号 中        を        に 改 め る 。  

 

              」        」  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 元 号 を 改 め る 政 令 （ 平 成 ３ １ 年 政 令 第 １ ４ ３ 号 ）

の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 の 施 行 の 際 、 こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の 亀 山 市 公 共 下 水

道 処 理 区 域 外 か ら の 接 続 に 関 す る 要 綱 、 亀 山 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断

そ の 他  

昭  和  

平  成  

令  和  

不  明  

「   そ の 他  

昭  和  

平  成  

不  明 」  

そ の 他  

昭  和  

平  成  

令  和  

不  明  

「   そ の 他  

昭  和  

平  成  

不  明 」  



等 事 業 実 施 要 綱 、 亀 山 市 木 造 住 宅 耐 震 補 強 等 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 、

亀 山 市 障 害 者 移 動 支 援 事 業 実 施 要 綱 、 亀 山 市 障 害 者 地 域 活 動 支 援

事 業 実 施 要 綱 、 亀 山 市 重 度 障 が い 者 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 実 施

要 綱 、 亀 山 市 民 間 保 育 所 等 一 時 預 か り 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 、 亀 山

市 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 実 施 要 綱 、 亀 山

市 空 き 家 情 報 バ ン ク 制 度 実 施 要 綱 、 亀 山 市 住 民 異 動 届 出 に 係 る 本

人 確 認 に 関 す る 事 務 取 扱 要 綱 、 亀 山 市 戸 籍 、 住 民 基 本 台 帳 及 び 印

鑑 登 録 に 関 す る 証 明 書 の 交 付 請 求 等 に 係 る 本 人 確 認 事 務 取 扱 要 綱 、

亀 山 市 地 域 特 産 品 発 掘 等 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 、 亀 山 市 未 熟 児 養 育

医 療 給 付 実 施 要 綱 、 亀 山 市 児 童 手 当 事 務 取 扱 要 綱 、 亀 山 市 社 会 的

事 業 所 創 業 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 、 亀 山 市 移 住 促 進 の た め の 空

き 家 リ ノ ベ ー シ ョ ン 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 、 亀 山 市 生 活 困 窮

者 住 居 確 保 給 付 金 支 給 要 綱 、 亀 山 市 認 定 こ ど も 園 一 時 預 か り 事 業

実 施 要 綱 及 び 亀 山 市 移 住 促 進 の た め の 空 き 家 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業

費 補 助 金 交 付 要 綱 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 で 、

現 に 残 存 す る も の は 、 所 要 の 修 正 を 加 え 、 な お 使 用 す る こ と が で

き る 。  

 


